
どんな制度？ 性的少数者とは？

町民・事業者の
みなさまへ パートナーシップ

宣誓できる人
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！

   一方または双方が性的少数者であ

る２人が、 互いを人生のパートナー

とし、 日常の生活において相互に協

力し合うことを約束した関係である

ことを町長に宣誓し、町が２人のパー

トナーシップ関係を証明する 「パート

ナーシップ宣誓書受領証」 などを交

付する制度です。

   お店や病院などで、 パートナーであることを証

明するために、 受領書などが提示される場合があ

ります。 この制度により法律上の効果 （婚姻や親

族関係の形成、 相続等） が生じるものではありま

せんが、 パートナーシップの宣誓をした２人が、 自

分らしく生き生きと生活することを、 永平寺町が

応援するものです。

   町民、 事業所などのみなさまにおかれましては、

本制度の趣旨をご理解いただき、 本制度を活用で

きる場面が増えますよう、 ご協力をお願いします。

①　成年に達していること

②　町内に住所を有していること、 または

　　 ３か月以内に転入を予定していること

③　配偶者がいないこと

④　ほかの人とパートナーシップの宣誓を

　　 していないこと

⑤　宣誓する人同士が近親者でないこと

   性的指向 ( 自己の恋愛感情や性的

な関心の対象にとなる性別について

の指向 ) が必ずしも異

性愛のみではない人ま

たは性自認 ( 自己の性

別についての認識)

が出生時の性別と

異なる人のことを

言います。

下記の項目をすべて満たしている必要があります。

パートナーシップ宣誓制度

永平寺町

問合せ　　永平寺町役場総務課

TEL： 0776-61-3941　　メール： somu@town.eiheiji.fukui.jp

詳細は
こちら



パートナーシップ宣誓手続きの流れ
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必要書類
の準備

宣誓日の
予約

必要書類
の提出

宣誓日当日
（受領証交付）

必要書類
●パートナーシップ宣誓書
●住民票の写し
●戸籍抄本
●本人確認書類
●通称名の使用を希望する
　場合は、通称名を証明す
　る書類等
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必要書類
の準備

必要書類
の提出

町からの

確認の連絡

受領証交付

必要書類
●パートナーシップ宣誓書
●住民票の写し
●戸籍抄本
●本人確認書類
●通称名の使用を希望する
　場合は、通称名を証明す
　る書類等

宣誓希望日の原則５開庁日
前（土・日・祝日、年末年
始を除く）までに、電話ま
たは申し込みフォームから
予約
●宣誓可能日：月～金曜日
　の午前９時～午後５時
　上記日時が難しい場合は、
　ご相談ください。

宣誓日は永平寺町役場に必
要書類が到着した日となり
ます。宣誓日の希望がある
場合は配達日指定郵便をご
利用ください。
ただし、届出書類の内容等
に不備・不足がある場合は、
その限りではありません。

お電話にて、宣誓した事実
があるかどうかの確認をそ
れぞれに行います。

書類等の不備がなければ、
本人限定受取郵便で受領証
および受領証カードを送付
します。住民票記載の住所
に、戸籍に記載されている
氏名で送付します。

宣誓希望日の原則３開庁日
前（土・日・祝日、年末年
始を除く）までに、必要書
類を揃えて持参、または郵
送にてご提出ください。

本人確認書類をお持ちのう
え、お２人揃ってお越しく
ださい。お２人揃っての来
庁ができない場合はお１人
での来庁も可能です。その
場合は宣誓日の予約時にそ
の旨をお知らせください。

永平寺町役場　総務課 （本庁２階）

　　〒910-1192　福井県吉田郡永平寺町松岡春日１－４

　　電話 ： 0776-61-3941

　　Ｅメール ： soumu@town.eiheiji.fukui.jp

予約連絡先

書類提出先

問合せ

窓口にて宣誓する場合 郵送にて宣誓する場合

詳細は
こちら


